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Surrogacy under fair trade model is  

acceptable. 

 

 

Fair trade modelによる代理出産の実施は

容認される 

 

  

               Interviewee 

 

Prof. Rien Janssens 

 

 

  

 

Q. 研究者としての関心領域、これまでの

研究内容について教えてください。 

緩和ケアの倫理が主な研究領域で、

2004年からアムステルダム大学の医療セ

ンターの医療倫理の教授として勤務して

いる。現在の研究の大部分は研究倫理に

ついてのもの。 

代理出産の論文を書いたのは、偶然的

な事情による。指導学生(Jaden Blazier)が

このテーマで論文を書きたいと言ってき

たので。彼女の仕事は強く確信的だ。ジ

ャーナルに投稿されてから比較的早くア

クセプトされた。 

現在、VIRT2UEプロジェクトに参加し

ている。ヨーロッパ連合が助成する大規

模な研究プロジェクトで、研究の誠実さ

に関するトレーニングにフォーカスして

いる。履修単位を作り、研究の誠実さの

分野でトレイナーになる人向けに提供し

ている。 

 

 

Q. 現在、オランダで利他的代理出産

(altruistic surrogacy)はどのように行われ

ていますか?   

代理出産はオランダでは法律で規制さ

れていない。つまり商業的代理出産を明

確に禁止する法律はないが、何人かの政

治家は、金銭のために女性が代理母にな

ることは望ましくないと言及している。 

オランダでは、代理母は補償を受け取

ることはできるが、それは利益となって

はならない。時間や妊娠出産にかかった

費用だけが支払われる。 

論文では、利他的代理出産に反対して

いるわけではない(実際、そちらの方が望

ましいかもしれない)。しかし、我々が言

いたかったのは、商業的代理出産そのも

のが、それだけの理由で悪いと決めつけ

られるものではないということ。 

自分が勤務している大学病院は、代理

出産を提供している唯一の機関だ。もし

オランダで代理母になりたければ、ま

た、友人に代理母になって欲しければ、

このセンターに来る必要がある。他に利

用できる比較的リスクが少ない選択肢が

ない場合、代理出産は最後の手段にな

る。これは、前提条件であり、その後、

スクリーニングやカウンセリングも行わ

れる。友人や親族に代理母になってくれ

る女性を見つけたとしても、カウンセリ

グ等の結果、代理出産の提供を拒否され

る場合もある。 

例えば、すでに 5人もの遺伝的子供を

持っているカップルが過去に代理出産を

申請したことがあった。 

このカップルは 5人目の妊娠の時、合

併症が生じ、母親の生命を守るために子

宮が摘出された。それにもかかわらず、

このカップルは、大きな家族を作りたい

と、真摯な願望を抱いていた。そして 6

人目の子供を産んでもらうために友人に

代理母を依頼した。 

この事例はセンターでもかなり議論さ

れ、倫理学者らも関わった。最終的に、

https://cordis.europa.eu/project/id/787580
https://cordis.europa.eu/project/id/787580
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医師は受け入れを拒絶した。カップルは

不満に思い、メディアに出演した。そし

て、ベルギーに行って代理出産を依頼し

ようとしたが、そこでも断られた。その

後、東ヨーロッパに行ってそこで依頼し

たようだ。彼らの子供が欲しいという思

いは、本気だったが、体外受精の医師は

彼らの要求を拒否した。それは、代理出

産はいわば最後の手段だという論拠によ

るものだった。 

 

  

Q. 現在、オランダでは、代理出産につい

て、どのような議論が行われていますか?  

オランダ政府は、現在解散していて、

新しい政府が組織されるのを待機してい

るところだ。 

デリケートな政治的状況やキリスト教

系の政党の影響で、近いうちに医療倫理

に変化が生じるようなことはないだろ

う。結局、商業的代理出産はオランダで

は認められないだろう。しかし、このよ

うに考えているのはキリスト教系の政党

だけではないと言わなければならない。

代理出産は利他的でなければならない、

というコンセンサスが広範囲に存在す

る。 

だから、自分たちが書いた論文は、少

数派の意見だ。ファーストオーサーの

Jaden Blazierは米国の出身で、米国では商

業的代理出産は普通に行われている。代

理母には相当のお金が支払われる。それ

にもかかわらず、米国の文脈では、代理

母はお金のためだけにそれをやるわけで

はない。彼女たちは、本心から他人を助

けたいと思っている。 

先進国と発展途上国の代理出産を比較

した論文があるが、大変興味深い。それ

に関して、次のような問いが浮かぶ。そ

れぞれの国ごとに、いくらの対価が十分

な金額だと言えるのか? この問いが fair 

tradeというアイデアにつながる。少なす

ぎたなら、それは搾取だ。しかし多すぎ

ても、それは良くない(低収入で貧しいイ

ンドの女性に極めて多額の報酬を支払う

ことなど)。 

体外受精の専門家の意見によれば、代

理出産は通常の労働とは非常に異なる。

しかし、自分は似ている点もあると思

う。特に、インドのような国ではそう

だ。しかし、それについては十分に議論

できなかった。 

 

  

Q.  海外で生まれた代理出産子はオランダ

国籍を容易に取得できますか。 

海外で生まれた代理出産子のオランダ

国籍の取得は難しくないと思う。インド

で代理出産を依頼したオランダ人の知り

合いはいないが、米国に行って高額の費

用を支払った例を知っている。これらの

ケースではカップルは問題に直面しなか

った。重要なことは、こうした法的問題

はうまく対処されなければならないとい

うこと。国籍不明の子を連れて帰国した

いと思う人はいない。 

合法かどうかはその都度、ケースバイ

ケースで判断される。プロセスの開始時

に、どのようにプロセスが終えられる

か、必ずしも明確に見通せるわけではな

い。これらのプロセスは、非常に官僚的

であることは確かだ。 

 

 

Q.  アジア諸国では、商業的代理出産が禁

止されました。代理出産についての国際

的な枠組み(Fair trade model)が構築され

た後は、外国人禁止は、撤廃されるべき

ですか? 

自分の見解では、きちんと規制された

代理出産は搾取的ではないし、代理出産
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それ自体が悪いわけではないというも

の。インド政府による代理出産への反対

論拠は、例えば、他の仕事における別の

形の搾取にも当てはまるものだ。だから

次のような問いが生じる。搾取とは何を

意味するのか? 一日 12時間もの間、最低

賃金で働かせる工場で働くことか?   それ

とも代理母になることか?  代理出産に反

対する論拠は、他の形態の搾取にも当て

はまる。インドのような国では特にそう

だ。 

論文では、インドの代理母が使用して

いた代理母用のホステルについても言及

した。代理母たちに与えられた情報は極

めて限られたもので、倫理的に正当化で

きるものではない。しかし、インドには

もっと別の形の搾取の例もあり、それ

は、代理母のホステルよりももっと悪

い。 

代理出産への反対論は、彼らが思うほ

ど確信的なものではないということ。そ

れは特に搾取や商業化の概念についてあ

てはまる。 

 貧しく少ない収入で生活するインドの

代理母たちにとって、代理出産はお金を

稼ぐために非常に魅力的な方法になる。

それは他の仕事と同じこと。それは米国

でも同様かもしれない。しかし、オラン

ダの代理母に聞くなら、ほとんどの女性

はそれを労働とはみなさないだろう。 

 

 

Q. 代理出産は一般的なオフィスワークや

賃労働とはかなり異なるように思えま

す。妊娠出産の負担やリスク、生命を預

かる責任の重大さといった観点は考慮さ

れるべきでしょうか? 

代理出産は普通の労働とは異なるし、

普通の妊娠出産とも異なるのは確かだ。

遺伝的に自分の子ではない胎児を妊娠出

産する場合、リスクが増すのが常だ。全

ての妊娠と出産はリスクを孕む。他の仕

事では、そのようなリスクに対して支払

われるのが普通。だからこのリスクは適

切に補償されているかという論拠がまさ

に存在する。 

オランダでは、利他的代理出産に関わ

る補償額について委員会が議論してき

た。彼らは、代理母は月 500ユーロ支払

われるべきだと考えている。それはもち

ろん米国で女性に支払われる額とは比べ

られるものではない。支払いは、出産後

に支払われるだけなく、毎月支払われな

ければならいないと考える。米国の代理

母が受け取る金額はそれ自体、非倫理的

だとは言えないとも思う。同様に、友人

や親族が、対価なしで、または少額のコ

ストのみで利他的代理出産をやるという

のも構わないと思う。一つの方法が他の

方法に比べてより良いとはいえない。 

現在、オランダの代理母はケースバイ

ケースで補償を受け取っている。政府は

控えめで、医学的、倫理的決定の多くを

現場に任せている。 これはほとんどの場

合良いことだ。政府はガイドラインと見

解を示しているが、法律はない。 

 

 

Q. 対価を伴う代理出産で生まれた子供に

対して、どのような福祉や支援が必要で

しょうか?  

対価を伴う代理出産で生まれた子供た

ちは、問題なく育っている。一定の年齢

に達したら、自分の出自を知る権利があ

る。この権利は、侵害できない。健康法

のもとで成熟したと考えられる年齢、だ

いたい、16歳くらいでこの権利が与えら

れる。しかし実際には公的なデータベー

スが存在するわけではなく、実際のとこ

ろ親が子供に教えるか教えないかにかか
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っている。それは親の道徳的義務になっ

ている。 

一般に、代理出産のプロセスの間、問

題が起こることは少ない。ごく稀に代理

母が愛着を持ってしまうケースがある。

オランダでは、代理母は法的母親だとい

うことになっている。だから普通は出産

後、依頼親が養子縁組みをする。反対

に、依頼親の気が変わった場合、代理母

は子供と置き去りにされ、この状況から

逃がれる方法はない。しかし、これは実

際には起こっていない。 

 

 

Q. 生殖労働(reproductive labor)を考える

とき、セックス・ワークに関する議論は

参考になりますか?  

これまでのところ、セックスワークと

の類似点は議論されていない。 興味深い

考えだが。 

 

 

Q. 代理出産を労働として考えるとき、き

ちんと対価を支払う以外に、どのような

環境整備を行うべきでしょうか? 

通常の労働と同様に、契約書を作るこ

とが重要だと考えている。詳細を書き留

めて、毎月の支払い額やその他の条件に

ついて明確にすることだ。これにより、

代理母は自分が同意したものを確実に稼

ぐことができる。何かがうまくいかない

場合でも、支払いはなされるべきである

ことなども書いておく。これは搾取を回

避する手段だ。 

論文の中で、ある種の商業的代理出産

の中では搾取が生じることを否定してい

ない。言いたいのは、商業的代理出産に

反対するために搾取という論拠を使うの

は妥当ではないということ。搾取は代理

出産に固有のものではないと考えてい

る。 

Q. 米国では商業的代理出産が行われてい

ますが、同時に利他性や親密性も強調さ

れているようです。このような性格は fair 

trade surrogacyでも踏襲されるべきです

か?    

そう思う。理想的にはそうあるべき

だ。しかし、全ての代理出産について、

女性が代理母になった動機について、完

全に理解することはできないと思ってい

る。 

所得が低い国では貧困から逃れるため

にお金がどうしても必要だという場合が

あるかもしれない。その女性たちにとっ

て、理由は多分単純なものだし、それは

理解できるもので、非倫理的だとは言え

ない。理想的には、代理母は依頼親を助

けたいという強い希望を持っていること

が望ましい。米国の場合はインドと異な

り、代理母と依頼親が関係をもつという

ことが切望されている。つまり、インド

の代理母の動機は、米国の代理母とは異

なるということ。貧困から逃れることが

インドの代理母の主要な目的であって、

それ自体は問題ない。 

  

 

Q. ヨーロッパ内(とくに EU圏内)で、代理

出産の規制について統一や合意をつくる

ことは現実的に可能でしょうか? 

可能だと思う。いずれかの時点で、ヨ

ーロッパ委員会(European Commission)が代

理出産について何らかの指令や規制を作

ることはありうる。何らかのハーモライ

ゼーションが望ましい。 

自分の予測では、もし、ヨーロッパ委

員会が干渉するとすれば、その指令は現

在のオランダのものと似たものになるだ

ろう。つまり商業的代理出産は非難さ

れ、利他的代理出産のみ容認されるとい

うもの。自分はそれには同意しないが。 

 

https://ec.europa.eu/info/index_en
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://ec.europa.eu/info/index_en
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Q. 国際養子についても、fair trade 

model、あるいは何らかのグローバルスタ

ンダードが構築されるべきでしょうか? 

現在国際養子がどのように規制されて

いるか、きちんと把握していない。しか

し、すでに厳格に規制されているのでは

ないか思う。昨今、アフリカやアジアの

国々から養子を取ることは非常に難しく

なった。時間がかかるし、高額な費用が

かかる、その上スクリーニングは、IVFク

リニックよりもはるかに厳しく厳密にな

っている。それは興味深いことだ。 

この分野について、研究していないの

で明確なことは言えない。しかし、養子

を取りたい親は、子供の権利を最優先に

厳格にスクリーニングされるべきだと考

える。 

 

 

Q. どのような機関が国際代理出産の規制

に携わるべきでしょうか?  

ヨーロッパでの規制は予想できる。将

来、何らかの規制が導入される可能性は

十分にありうると考えている。しかし一

方で、グローバルに規制するのはかなり

難しいのではないかと予想する。 

例えば、WHOが商業的代理出産は悪で

あり、禁止すべきだと宣言したとすれ

ば、家族を作って親になりたい人々から

その機会を奪い、代理母になりたい女性

からまっとうに稼ぐ機会を奪うことにな

る。誰もが代理母になることをいとわな

い友人や女性の親戚がいるわけではない

から。 

 

 

Q. オランダ人の自由主義的な考えは代理

出産と親和性がありますか?  

多くの領域でオランダはとてもリバタ

リアンなスタンスを取っている。安楽

死、中絶、セックスワークなど。しか

し、出産に関しては、そうではないよう

だ。オランダよりも、ベルギーやスペイ

ンのほうが、体外受精、遺伝子検査、代

理出産など、利用できる選択肢は多い。 

オランダでは子供の権利が最上に置か

れる。過去には精子提供に関して、匿名

と非匿名の選択が可能だったが、20-30年

前にこれは禁止された(現在、匿名は禁

止)。 

 

 

                                           (2021年 11月) 
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Amsterdam UMC Link 

 

2018年 6月、AMC(Academic Medical 

Centerと VUmc(Vanderbilt University 

Medical Center)の 2つの学術病院の合併に

より現名称となる。学術的に優れた患者

ケア、質の高い科学研究、トップレベル

の教育とトレーニングを提供している。 

https://research.vumc.nl/en/persons/rien-janssens/publications/
https://www.amsterdamumc.org/nl.htm

